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＜現行＞

○ この法律は、

・建設業を営む者の資質の向上、

・建設工事の請負契約の適正化

等を図ることによつて、

①建設工事の適正な施工を確保し、

②発注者を保護する

③とともに、建設業の健全な発達を促進し、

④もつて公共の福祉の増進に寄与すること

を目的とする。

現行の建設業法の目的規定の構成
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手段

目的①

目的②

目的③

目的④
（究極の目的）

※発注者には、公共、大手企業、
個人も等しく含まれる

※施設利用者、住民など広く消費者
全般も含まれる



建設業法の構成

第１章 総則（１・２）

第２章 建設業の許可
第１節 通則（３・４）
第２節 一般建設業の許可（５～１４）
第３節 特定建設業の許可（１５～１７）

第３章 建設工事の請負契約

第１節 通則（１８～２４）
第２節 元請負人の義務（２４の２～２４の７）

第３章の２ 建設工事の請負契約に関する
紛争の処理（２５～２５の２６）

第４章 施工技術の確保（２５の２７～２７の２２）

第４章の２ 建設業者の経営に関する事項の
審査（２７の２３～２７の３６）

第４章の３ 建設業者団体（２７の３７～２７の３９）

第５章 監督（２８～３２）

第６章 中央建設業審議会及び都道府県
建設業審議会（３３～３９の３）

第７章 雑則（３９の４～４４の５）

第８章 罰則（４５～５５）
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